
 野田市資源再生利用促進助成金交付要綱を廃止する告示を次

のように定める。 

 

令和５年２月１４日 

 

野田市長 鈴 木   有 

 



野田市告示第２２号 

 

野田市資源再生利用促進助成金交付要綱を廃止する告示 

 

 野田市資源再生利用促進助成金交付要綱（昭和５３年野田市告示第９号）は、

廃止する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に資源物を業者に売り渡した団体に対するこの告示

による廃止前の野田市資源再生利用促進助成金交付要綱（以下「廃止前の要

綱」という。）の規定による助成金の交付については、なお従前の例による。 

３ この告示の施行の日前に廃止前の要綱の規定により助成金の交付を受けた

団体及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ

の告示の施行後に助成金の交付を受けた団体については、廃止前の要綱第７

条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。 


